
平成23年12月橋本市議会定例会会議録（第４号）その４ 

平成23年12月７日（水） 

                                           

      

○議長（井上勝彦君）順番19、２番 阪本君。 

〔２番（阪本久代君）登壇〕 

○２番（阪本久代君）通告に従いまして、一

般質問を行います。 

 まず一点目は、介護保険についてです。今

年６月、改正介護保険法が成立しましたが、

主な改正内容は、①市町村の判断で、介護予

防・日常生活支援総合事業を創設できる、②

訪問看護と訪問介護が連携しながら、在宅の

高齢者に短時間の巡回と随時の対応を行う、

24時間対応の定期巡回・随時対応型訪問介護

看護の創設、③介護職員のたん吸引などの医

療行為を可能にする、④介護療養病床の廃止

期限の６年間延長、⑤財政安定化基金の取り

崩しを可能にする、などです。現在、2012か

ら2014年度の３カ年にわたる第５期介護保険

事業計画の策定作業が進められています。そ

こで、四点について質問を行います。 

 まず一つ目、介護保険がスタートして11年、

年々介護給付費が増え、制度改変のたびに負

担増とサービス切り下げが繰り返されてきま

した。認定が下げられ、今まで受けていた介

護サービスが受けられなくなったという声を

聞きます。第５期介護保険事業計画で、介護

サービスの切り下げではなく、充実となるよ

う望みますが、何を基本に計画を立てられま

すか。 

 二点目、介護予防・日常生活支援総合事業

（以下、総合事業）を自治体の判断で導入す

ることができることになります。総合事業は、

要支援と介護保険非該当の高齢者を対象とし

た事業で、予防給付のうち、市が定めるもの

と、配食、見守りなどの生活支援、権利擁護

などを総合的に支給するとされています。現

在の介護保険制度では、要介護認定で、要支

援１、２と認定された場合、予防給付を受け

ることになります。今回の改正では、要支援

者について、従来の予防給付を受けるのか、

総合事業に移行させるのか、一人ひとりにつ

いて市が判断することになります。問題は、

総合事業が全国一律の基準に基づく介護保険

サービスではなく、市町村が行う地域支援事

業となり、サービスの内容も料金設定もすべ

て市町村任せになるということです。しかも、

その事業費は介護給付費の３％以内という上

限が付けられています。そのため、総合事業

を導入した場合、必要な介護サービスが受け

られるかどうか心配です。導入についてどの

ようにお考えですか。 

 三点目、第５期の介護保険料について、９

月議会で同僚議員の質問に対して、健康福祉

部長は、市民に も近い行政という立場に立

って、制度や施策を 大限活用しながら、保

険料算定を進めてまいりますと答弁されまし

た。第３期、第４期とも橋本市の介護保険料

は、全国平均よりも高く、今でも大きな負担

となっています。どのような制度や施策の活

用を考えておられますか。 

 四点目、生活に困窮しているため、保険料

の負担が困難であると認められるとき減額す

る、介護保険料減額に関する事務取扱要綱は

ありますが、条件が厳し過ぎてほとんど活用

されていません。当該世帯の年間見込み収入

が４万円掛ける当該世帯の人数掛ける12月以

下となっていますが、これでは生活保護基準

にも達していません。せめて年間見込み収入

を生活保護基準まで、引き上げることを求め

ます。 
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 二つ目の質問は、若者が定着するまちづく

りです。 

 橋本市は、民間の住宅開発に伴い人口が増

加してきましたが、平成12年度から減少に転

じ、新市になってからも人口減少が続いてい

ます。特に、青年層の転出が多く見られます。

まちを活性化するには、せめて人口を維持し、

若い世帯を増やすことが大事だと考えます。

市長は、若者の働く場をと企業誘致に力を入

れておられます。しかし、一方で保育園・幼

稚園の統廃合、中学校の統廃合の計画をどん

どん進めています。若い世帯が住む場所を考

えるとき、保育園、幼稚園、小学校、中学校

がどこにあるのかをまず調べます。近くにな

いとなれば選択肢から外されてしまいます。

中学校が統廃合され、近くになければ、子ど

もに大学を卒業した後橋本で住むようにと言

えないという声もあります。その結果、若い

世帯が転入せず、高齢化がますます進んでし

まいます。各学年１クラスになり、クラス替

えができないと統合するというのは、若者が

定着するまちづくりと逆行するのではありま

せんか。 

 以上、１回目の質問を終わります。 

○議長（井上勝彦君）２番 阪本君の一般質

問に対する答弁を求めます。 

 健康福祉部長。 

〔健康福祉部長（上田敬二君）登壇〕 

○健康福祉部長（上田敬二君）介護保険につ

いてお答えします。 

 １番目の第５期介護保険事業計画につきま

しては、市民アンケートやケアマネジャーヒ

アリングなどを通じて、市民や介護関係者の

意見を聞いた上で、前回計画からの課題を洗

い出しました。また国では、平成24年度の介

護保険制度の改正において、地域包括ケアの

構築に向けた取り組みを目指すこととしてい

ます。この地域包括ケアというのは、高齢者

が可能な限り住み慣れた地域でそれぞれの能

力に応じ、自立した日常生活を営むことがで

きるよう、介護、予防、医療、生活支援、住

まいの五つのサービスを一体的に提供してい

くという仕組みです。こうした国との動向や

本市独自の市民アンケートなどを踏まえた上

で、第４期計画期間における高齢者福祉施策

や、全国的に見ても先進的な介護予防施策を

含めた介護保険施策の状況を総括しながら、

平成26年度までの目標を達成する仕上げの計

画として、また平成27年度以降における地域

包括ケアシステムの実現を見据えた新たな取

り組みをスタートする計画として、平成24年

度から平成26年度にかけての橋本市高齢者保

健福祉計画及び介護保険事業計画を策定して

いるところです。 

 ２番目の介護予防・日常生活支援総合事業

の導入についてですが、この事業の創設は来

年４月の介護保険制度改正の重点項目となっ

ており、介護保険外の地域支援事業として位

置付けられています。この事業のうち、介護

予防・日常生活支援総合事業で２％以内、包

括的支援事業及び任意事業で２％以内、これ

ら介護予防・日常生活支援総合事業と包括的

支援事業及び任意事業をあわせた介護給付費

全体では、３％以内という事業費の上限が設

けられています。しかし、現段階での地域支

援事業給付費の割合は、介護予防事業で0.44%、

包括的支援事業及び任意事業で1.2%であり、

上限の３％よりも低い1.64%という水準であ

り、制限内で新事業が十分に展開できると考

えています。日常生活支援総合事業について

は、国からの事業の大枠は提起されています

が、詳細の説明が遅れており、この11月22日、

県主催の地域支援事業市町村担当課室長会議

が開かれ、 新の情報説明があったところで

す。そのため、時間的に平成24年度導入につ

いては無理と判断しております。この事業に

－146－ 



関しては、地域に応じたサービス内容、利用

者の負担の有無など、全国統一の基準がなく、

市町村判断が必要となります。そのため、導

入は事業のメリット、デメリットを精査し、

慎重にと考えています。今後時間をかけ、橋

本市の高齢者のニーズの把握や他地域の情勢

などを検討し、橋本市の高齢者が利用しやす

く、効果的な事業展開を考えてまいります。 

 ３番目の橋本市の介護保険料は、全国平均

よりも高く、今でも大きな負担となっていま

す、どのような制度や施策の活用を考えてお

られるか、というおただしにお答えいたしま

す。 

 65歳以上を対象とした第１号被保険者の介

護保険料は、介護給付費の財源の20％とする

こととされており、介護給付費が増えれば増

えるほど、保険料で賄われる財源も増えるこ

とになります。高齢化率では全国平均に近い

本市において、介護保険料が全国平均よりも

高いというのは、多様な介護サービスの利用

者が全国平均より多いためと言えます。また、

橋本市の高齢者に対するアンケート結果では、

介護保険料とサービス内容の関係について、

一般高齢者や要支援１から要介護１までの軽

度者、要介護２から要介護５までの重度者と

も、現状の程度が良いが も多く、介護サー

ビスが少なくてもいいから保険料が安い方が

いいが続きます。このような市民の意向を尊

重した上で、財政安定化基金の一部の取り崩

しなどにより、介護給付費の急増に対してで

きるだけ抑制を図りながら、介護が必要にな

っても住み慣れた橋本市で暮らしていけるよ

う、介護サービスが提供できる体制づくりに

努めます。 

 ４番目の介護保険料減額に関する事務取扱

要綱につきましては、他の市町村の動向を把

握した上で、ご指摘を参考に要綱の検討をし

たいと思っていますので、ご理解をお願いし

ます。 

 以上です。 

○議長（井上勝彦君）理事。 

〔理事（吉田長司君）登壇〕 

○理事（吉田長司君）若者が定着するまちづ

くりについてお答えします。 

 議員ご指摘のとおり、本市の人口は平成11

年度をピークに減少に転じており、平成23年

10月末時点の人口は、６万7,578人となってい

ます。このうち、15歳から30歳までの若者の

人口は、１万1,523人となっています。合併時

の平成18年３月末時点と比較しても、1,840

人、率にして13.8%減少しております。この状

況を踏まえ、本市は合併後、雇用の場の確保、

並びに定住促進のための施策として、企業誘

致を積極的に取り組んでまいりました。その

結果、平成23年11月現在で13社と進出協定を

交わし、既に操業を開始している７社におい

て、81人の新規地元雇用がありました。また、

今後橋本市を担う若者が住んでよかった、安

心して子育てができると思えるまちづくりを

目指し、幼保一元化の促進や、昨年度からは

小学生医療助成も実施しています。本年度か

らは、出会いの場を提供する婚活支援推進事

業をスタートさせ、平成24年度からは、新た

に、仮称ですが、新婚世帯新築住宅補助事業

を実施すべく検討しているところです。保育

園、幼稚園の統廃合については、年々減少傾

向にある子どもたちに、健全な育成環境を整

備し、質の高い養育機会を提供するために幼

保一元化５カ年計画に基づき進めている施策

であります。決して、財政健全化だけを目的

としたものではありません。中学校の統廃合

については、地域への影響、そして何よりも

子どもにとって望ましい教育環境とは何かと

いうことを第一に、有識者や市民の皆さまの

ご意見等をいただきながら論議を重ね、橋本

市小中学校適正規模・適正配置基準方針素案
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を策定し、今後も引き続き、地域や保護者の

皆さまへ説明会を実施し、ご理解とご協力を

賜りながら進めていかなければならないと考

えています。議員おただしの若者が定着する

まちづくりに逆行するのではないかというご

意見については、逆行ではなく、橋本市とし

て新たな保育や教育のあり方を示し、若者が

定着して、安心して子育てができるための積

極的な施策の展開であると考えています。 

 後に、少子高齢化、雇用の場の確保、若

者の定住促進等、 重要課題とも言えるこれ

らの課題については、今後も議員の皆さまを

はじめ、市民の皆さまからのご意見等を参考

とさせていただき、安心・安全のまちづくり、

活力みなぎるまちづくりに取り組んでまいり

たいと考えていますので、ご理解とご協力の

ほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（井上勝彦君）２番 阪本君、再質問

ありますか。 

○２番（阪本久代君）はい。あります。 

○議長（井上勝彦君）それでは、この際、２

番 阪本君の再質問を保留いたしまして、午

後１時まで休憩いたします。 

（午前11時48分 休憩） 

                     

（午後１時00分 再開） 

○議長（井上勝彦君）休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 日程に従い、一般質問を行います。 

 ２番 阪本君、再質問ありますか。 

 ２番 阪本君。 

○２番（阪本久代君）介護保険のほうから再

質問していきます。 

 まず、①です。介護保険がスタートして11

年ですけれども、先ほども言いましたが、介

護給付費が増えるにつれて３年ごとの見直し

でいろいろと制度が変えられてきています。

初でしたら要支援だけだったのが、今では

要支援も１、２と分けられていますし、介護

タクシーが要介護だと使えるけど、要支援で

は使えないとか、今までも介護給付費を抑え

るためといいますか、いろいろな改悪がされ

てきています。そういう中での今度の第５期

なんですけれども、ですから私としましては、

できるだけ、希望どおりとまではいかなくて

も必要な介護は引き続き受けられるようにと

いうことを基本に計画を立てていただきたい

と思っているんですが、先ほどの答弁では、

なかなかはっきりとした答弁ではなかったの

で、一つだけ、一つといいますか、ちょっと

再質問したいんですけれども、先ほど前回か

らの課題を洗い出して、それも含め、アンケ

ートも含めいろいろな声を聞いた上で新たな

スタートとしたいというふうなことを答弁さ

れたと思うんです。前回からの課題というの

は、どのようなものを具体的におっしゃられ

ているのか、ご答弁お願いします。 

○議長（井上勝彦君）２番 阪本君の再質問

に対する答弁を求めます。 

 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（上田敬二君）課題がいろい

ろ、各分野といいますか、施策によりまして

さまざまでありまして、逐一、到底この時間

では説明できないんですけれども、基本的に

は第５期の計画策定にあたりましては、これ

までの高齢者施策の状況と課題整理というこ

とで答弁させていただいておりますけれども、

課題を見つけようと思えば第４期計画との比

較をする必要があるということで、基本的な

方向については五点、同じ項目を挙げており

ます。 

 一つは総合的な介護予防の推進。これがま

ず一点目です。それと、法改正等にもありま

したけれども、地域ケア体制の充実をいかに

するかということです。それと、 近とみに

問題になってきているんですけれども、高齢
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者の虐待等、高齢者の尊厳の確保と権利擁護

の推進をどうして進めていくかというのが三

点目です。それと、４番目は介護サービスの

質向上、これは引き続きやっていかなければ

ならないということで、介護サービス従事者

の資質の向上ですとか、利用者本位のサービ

ス提供をいかに確立していくかということが

四点目です。それと、５番目、生きがいの充

実と安全で安心なまちづくりの推進というこ

とで、高齢者の積極的な社会参加をどうして

いくか、特に地域において高齢者の居場所づ

くりとか、家から外へ引きこもらないで出て

いくということと、それと安全・安心の、や

っぱり高齢者にもまちづくりを進めていくと

いう観点から、この五点について具体的施策

を計画に盛り込んでいくことにしております。 

 以上です。 

○議長（井上勝彦君）２番 阪本君。 

○２番（阪本久代君）今の五点について、今

までもやってきたけれども、引き続きさらに

進めていくというか、さらに良くしていくと

いうことを今、おっしゃられたのではないか

んと思うんですけども、介護の質の向上であ

るとかということも言われたし、あと、虐待

予防、権利擁護でしたか、そういうのも今も

地域包括支援センターのほうで行われている

と思うんですけれども、そういうのも含めて

さらに充実させていくという解釈でよろしい

でしょうか。 

○健康福祉部長（上田敬二君）そのとおりな

んですけれども、もう少し詳しく言わせても

らえば、まず、高齢者にとって健康づくりが

一番大切だということです。そのために介護

予防を推進していくということと。それと、

地域ケア体制、これは介護だけじゃなくて医

療とか、各種団体の協力をいただかなければ

ならないんですけども、まず、地域包括支援

センターの機能強化をさらに図っていく必要

があるということです。それとあわせて地域

密着型サービス、これはアンケート調査等で

も充実を寄せられておりまして、地域密着型

サービスを引き続き推進していくということ、

それと日常生活支援とか、地域の助け合い、

支え合い、この活動は引き続きさらに強化し

ていかなければならないという考えです。 

 それと、高齢者の尊厳と、先ほど尊厳とか

権利擁護と言いましたけれども、現実の問題

として高齢者の虐待、年々増えてきておりま

す。これの対策をさらに強化していくという

ことと、それと認知症、これも急激に増えて

きておりますので、認知症対策の推進、それ

と、高齢者、判断能力がちょっと乏しいとか、

核家族化が進んでおりまして、ちょっと契約

書とか商取引等で問題があるとか、銀行の預

金の手続きですとか、そういうのができない

方が増えておりますので、高齢者権利擁護の

推進ということも新たな課題として認識して

おります。 

 それとあと、介護サービスの質向上、これ

については引き続き、現在行われているさま

ざまな介護サービスの質をさらに向上してい

く、人的にも物的にも充実していく分野、か

なりありますので、これについてはさらに充

実していくということと、あわせて低所得者

の配慮ということも考えていかなければなら

ないだろうということに考えております。そ

れと、 後、生きがいの充実と安全で安心な

まちづくりということは、これはもう先ほど

言いましたけれども、高齢者の地域での社会

参加を積極的に進めていこう、それと、安全・

安心な、高齢者を守るための施策も、特に災

害等から守る施策もさらに充実し、構築して

いかなければならない、そういうような視点

で計画づくりに取り組んでおります。 

○議長（井上勝彦君）２番 阪本君。 

○２番（阪本久代君）わかりました。 
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 ２番に移ります。先ほど、現在でも、この

予防と、済みません、ちょっと書き切れなか

ったので、予防と包括支援センターの活動と

かも含めて、介護給付費の1.64％なので、こ

の、総合事業を導入しても十分にやっていけ

るというふうに答弁がありました。私がいろ

いろと本とか読んでこの総合事業について勉

強した中身で言いましたら、今現在、介護認

定で要支援１であるとか、要支援２で、認定

された方もホームヘルプサービスであるとか、

あと、デイサービスを受けられています。そ

れも、介護予防事業に含まれているというふ

うに理解をしているんですけれども、今でし

たら、介護保険の要介護１以上の方と同じ基

準でホームヘルプサービスが１時間何点とか

という形できっちり基準とかきめられた中で

やっているけれども、そういうサービスも含

めて、この総合事業の中で、介護保険とはま

た別のものとして構築されるというふうに理

解をしているんですけれども、そうではない

んですか。 

○議長（井上勝彦君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（上田敬二君）具体的な介護

予防は、日常生活支援総合事業というんです

けれども、この総合事業の導入といいますの

は、各市町村が判断しまして、介護保険の地

域支援事業で行うということになっておりま

す。市町村の地域包括支援センターが利用者

の状態度ですとか意向に応じて、従来行って

いた介護予防で実施するのか、新たな総合事

業ということで、市町村事業としてそちらの

ほうを利用するのか、これは利用者の判断に

基づいて行うということなんです。 

 まず、具体的な対象者なんですけれども、

要介護認定で要支援とか、非該当を行き来す

るような高齢者に対する切れ目ない総合的な

サービスを提供しようというような考え方が

まずあります。また虚弱とか引きこもりとか、

要介護に認定されない高齢者に対する円滑な

サービスも今後考えていかないと、というこ

とで、従来橋本市は高齢者施策としてやって

いた事業も取り込んで、高齢者施策をやって

いくということです。市、介護事業者だけで

はなくて、サービス提供ということでボラン

ティア等も活用できるということになってい

るんですけれども、具体的な内容等について

はまだ全然検討しておりませんけれども。要

支援者に対する介護予防サービス、従来行っ

ていた訪問介護ですとか、通所介護、あるい

は地域密着型介護予防サービス、これは市町

村が定めていきますけれども、軽度者に対し

ての市町村独自の、日常生活あるいは介護予

防の支援事業であるという認識でおります。 

○議長（井上勝彦君）２番 阪本君。 

○２番（阪本久代君）この総合事業というの

は、今度の介護給付を減らすための目玉とい

いますか、要介護度の低い方を介護保険から

切り離していく目玉の施策であると理解して

います。実際に橋本市の22年度決算で見まし

たら、認定を受けられた方の中で要支援の方

というのは28.9%で、１、２足したものです。

だから、認定を受けた方の３割近くの方がこ

の要支援１、２になっているんです。この要

支援１、２の方が今度、総合事業が、導入す

るかどうかは市長が決めるので、もし導入さ

れるということになれば、この３割近い方が、

今後どういうサービスを受けられるようにな

るのかということが問われてくると思うんで

す。その中で、問われてくるんですけど、総

合事業でするのか、今までどおりの介護保険

のサービスを受けるのかというのがご本人の

希望によるのではなくて、市がどちらにする

か決めるということになります。だから、本

人が今までどおり訪問介護サービスであると

か、通所サービスとかを受けたいというふう

に言っても、この方は総合事業が適している
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と市が判断をすれば、総合事業に移されると

いうことになります。その総合事業の中身で

言えば、それはまだこれから多分検討される

ということで、まだ決まっていないというこ

とだと思うんですけれども、そのときに、先

ほどちらっと言われたボランティアであると

か、今までだったら事業所のホームヘルパー

さんによる訪問とか、家事援助であるのがボ

ランティアによるものに変わったりとかとい

うふうに、変わる可能性があるというのが、

国の考え方であると。そのときに、先ほど、

今現在1.64％なので総合事業を導入した場合

でも十分３％以内にいけるんだということを

言われたんだけれども、実際に22年度決算で

介護予防サービス等諸費と決算書にはなって

たんですけど、訪問介護であるとか、デイサ

ービスであるとか、そういうのを要支援１、

２の方が受けている介護給付費というのが、

全体の介護給付費の5.2％を占めています。こ

のすべての方が総合事業に移るということに

はならないと思います。それでも３％以内に

おさめるということになったときに、本当に

ご本人の希望に沿うようなサービスが受けら

れるのかどうかということが本当に問われて

くると思うんです。そう理解をしているんで

すけれども、もうひとつ部長の答弁とかみ合

っていないような気もするんですが、その辺

はいかがでしょうか。 

○議長（井上勝彦君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（上田敬二君）ちょっと、先

ほどの私の答弁がちょっとわかりにくかった

かなと反省してるんですけれども、言い直さ

せていただきます。それと、今の答えをさせ

ていただきます。 

 まず、介護予防・日常生活支援総合事業で

すけれども、この事業は、先ほどもこれは言

いましたけども、要介護認定で要支援となっ

た方、そして、要支援、要介護状態になるお

それのある日常予防対象者に対して介護予防、

そして配食や見守り等の生活支援、権利擁護、

社会参加を総合的に提供するというものでご

ざいます。そういうことで、具体的な事業い

ろいろあるんですが、先ほど配食とか介護用

品の支給とか、介護医療、いろいろ対象にな

ってくるんだと思います。それは市町村が判

断して決めていくことなんですけれども、本

市の場合、予防給付の利用者あるいは要支援

の方に対して、既に配食などのさまざまな生

活支援とかサービスを行っております。どう

違うんだということで、この制度が利用され

たら利用者の方にとって違いが非常にわかり

にくいんではないかということを危惧してお

ります。 

 それとあわせて、地域包括支援センターあ

るいは介護サービスの事業者の業務量が増大

されるということで、従来行っていた事業か

ら移行する部分もありますし、新たに加わっ

てくる部分もあると思うんですけれども、量

が増えてくることによって質が保たれていく

のかという、一方で懸念もあると思うんです。

これらについても、今後十分な議論を重ねて

いきたいと思うんですけれども。 

 それと、市町村が事業を決めていくという

ことなんですけど、それはそうだと思います

けれども、ただ、どのサービスを利用するか

というのは、本人の希望を尊重するという国

の方針が示されておりまして、決して押し付

けるものではありませんので、その点はちょ

っと留意していただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（井上勝彦君）２番 阪本君。 

○２番（阪本久代君）本人の希望を尊重する

ということになっても、決定権は市にあるわ

けです。ですから、総合事業にするか、今ま

でどおりの介護保険の事業にするかというの

は、決定権はあくまでも市にあります。です
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から、幾ら尊重するといっても、その言葉だ

けでは希望どおりになるという保証にはなら

ない、法律どおりで行けば。 

 ただ、５期の計画の中では方向が示されて

おりますので、先ほどから配食サービスとか

いろいろ出ておりますけれども、移行できる

部分については盛り込んでいけたらなという

ふうに考えております。そうなぜ思うかとい

うことなんですけれども、現在の要支援者の

状況を見てみましたら、介護認定を受けてい

ても介護サービスを利用している方は約50％

程度にとどまっております。半分は利用され

ていないということです。これは利用したい

サービスがないということも大きな原因の一

つかと思いますけれども、介護保険ではサー

ビスの範囲が決められておりまして、要支援

者にとって、例えば掃除とか食事づくりはで

きますけれども、ふとんとか寝具類、肌着も

含めて洗濯ができない、洗濯ができても干す

ことはできないとか、役所からさまざまな書

類が届きますけれども、その内容が理解がで

きないとか、あるいは役所のほうとかそれぞ

れの商取引、代筆してもらうような事態も、

困っているというような状況も聞いておりま

して、これらは介護保険では利用できません。

お金に余裕のある人は、そういうことをやっ

てもらうのに代行にヘルパーを使うとか、

個々で家事代行サービスを利用するとか、

個々で対応しているというような状況があり

ます。そういったことも含めて、市として高

齢者施策、どんなことができるのかなって、

介護保険の今まで枠にはめられたサービスだ

けじゃなくていろんな、移動手段もそうです

けれども、非常に移動するのに歩行が困難と

か、町まで遠いとか、さまざまな声も聞いて

おりますので、それらも含めて、市町村の判

断で、高齢者が日常、生まれ育った地域、現

在住んでおられる地域でいつまでも暮らして

いける、新たな事業展開に利用できないかと

いうことで、導入してもいいんじゃないかと

いうことで、という考えでおります。中身に

 それと、今までも配食サービスであるとか

見守りであるとかいろいろなことをされてい

ます。ただ、法律によりますと、そうした生

活支援サービスだけを実施することは総合事

業としては認められていなくて、要支援者に

対する保険給付外しと一体の事業であるとい

うことが条件になっているというふうに、法

律ではそうなっている。ということは、やは

り今までどおりのデイサービスであるとかホ

ームヘルプサービスが受けられない人も出て

くるという、総合事業を導入するということ

はそういうことであるというふうに解釈する

のが正しいと思うんです。その割合どうなる

かというのは、それはわかりませんけども。

それが一つです。 

 それで、導入するとしても平成24年度は無

理だけれども、これからメリット、デメリッ

トを精査をして、ニーズ調査もして、考えて

いくということなんですが、介護保険料を算

定するときに、これから決められていくと思

うんですけども、そのときにこの総合事業を

導入するかどうかということも、介護保険料

を決めるときの条件になると思うんですけれ

ども、それはいかがでしょうか。 

○議長（井上勝彦君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（上田敬二君） 初の答弁で

も答弁させていただきましたけれども、導入

については前向きに検討していく必要がある

だろうなという認識で、まずおります。 

 ただ、新しい５期の計画が24年度から３年

間でスタートしますけれども、24年度当初か

らの導入については、全然まだ内容が、この

間担当者が聞いたばかりで、私のほうも十分

把握しておりませんので、到底無理であると

いうことです。 
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ついてはこれから検討していくということで

す。 

○議長（井上勝彦君）２番 阪本君。 

○２番（阪本久代君）実際には、こういう目

的は導入することによって介護給付を下げる

ことだと思うんですけれども、今の部長のお

話でしたら、むしろ、サービスを増やすとい

うことを考えておられるみたいで、ちょっと、

まあその言葉どおりであればいいことだなあ

というふうに思うんですけれども。今までの

要支援の方が受けていたサービスが低下しな

いことを希望して、２番についてはもう終わ

ります。 

 ３番なんですけど、先ほどいろんな施策で、

財政安定化基金の取り崩しということだけを

おっしゃられたと思うんです。これは、９月

議会で、和歌山県では約30億円あるけど、月

数十円程度の抑制にしかならないと答弁され

ているんです。これでは、何の抑制にもなら

ないといいますか。22年度の決算と、あと今

回の補正予算とかを見たときに、介護給付費

準備基金というのが１億円以上残っていると

思うんですけれども、この介護給付費準備基

金、今まで介護保険料集めてきてそれを残っ

たものを積み立ててたもの、簡単に言います

と。ですから、今までの４期までの間に介護

保険料がどれだけ残っているかということに

なるんですけれども、私はこれを全額使って

もいいんではないかなと思うんですが、介護

給付費準備基金は幾ら残っているんでしょう

か。 

○議長（井上勝彦君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（上田敬二君）介護給付費準

備基金の質問にお答えする前に、先ほど、部

長がいいことばっかり言うたと言われました

ので、先ほどの質問に補足させていただきま

すけれども、新たな事業を導入することによ

って、介護予防・日常生活支援総合事業を導

入することによって、介護給付費が抑えられ

ることは事実です。ただ、先ほど私言いまし

たように、今までやれていなかった事業を新

たの導入するということで、新たな需要を掘

り起こすという側面もあります。そういった

意味合いから言えば、その削減できた部分を

そちらのほうへ回すという考え方もできます

し、どちらのほうのウエートが高いのかとい

う議論も今後見込みで必要になってくるかと

思っております。 

 以上です。 

 それと、介護給付費準備基金ですけれども、

これは先ほど阪本議員おっしゃっております

ように、これまで残った部分を積み立ててき

たもので、介護給付費準備金としては、平成

23年度時点で１億1,800万円程度あります。そ

れと、保険料の、今回第５期の算定に当たっ

て財政安定化基金、これを取り崩すことが法

によって認められておりますけれども、これ

は県のほうに積み立てられているもので、橋

本市への配分というのか、戻ってくるお金が

ついこの間金額が出まして、2,600万円程度で

す。介護給付費準備基金と合わせましたら、

１億4,500万円程度が基金として残っている

ということです。 

○議長（井上勝彦君）２番 阪本君。 

○２番（阪本久代君）財政安定化基金は全部

使われると思うんですけど、介護給付費準備

基金については、全部取り崩すお考えでしょ

うか。 

○議長（井上勝彦君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（上田敬二君）本来、介護給

付費準備基金につきましては、不足が生じた

ときの財源として基金に積んであるものです

から、前回の第４期計画でも保険料が非常に

高くなるということで抑制するためにこの準

備基金を１億7,000万円取り崩して、4,925円

にした経緯があります。そういった補填財源
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として活用していくもので、保険料すべてに、

すべて使ってしまうという考え方は持ってお

りません。保険料を、第５期計画でも計算式

に当てはめて計算していきますとかなり高額

に、相当な引き上げになってしまいますので、

相当な部分についてはこの基金から充当して

まいりたいというふうに考えております。 

○議長（井上勝彦君）２番 阪本君。 

○２番（阪本久代君）第４期については、今

もご答弁されたように、いろいろな施策を使

って第３期とほとんど値上げせずに、高いは

高いなりに、第３期と第４期と比べたら値上

げは行われなかった。この介護給付費準備基

金、介護保険はだいたい３年間、第４期は１

年、２年、３年と年ごとに金額変わっていき

ましたけども、基本は３年間同じ保険料で、

１年目は残り、２年目がとんとん、３年目は

足らないからこの介護給付費準備基金を使っ

て平準化するというのがそもそもの考え方だ

と思うんです。そのそもそもの考え方から言

えば、第４期までに残った分については残す

というんじゃなくて、全部次のときに使って

も問題はないと思うんですが、いかがでしょ

うか。 

○議長（井上勝彦君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（上田敬二君）これは、先ほ

ども言いましたけれども、収支に不足額が生

じたり、次の計画につきまして、保険料等の

増減に対応しておりますけれども、そういっ

た補填財源という考え方がありますので、今

後どういうような介護保険の収支が予測され

るか、あるいは財政計画が必要かということ

で、それを勘案しながらどれぐらい取り崩し

ていけるか、当面保険料に、第５期計画策定

に当たっては、保険料に充当しなければなら

ないということは、それはもう確実でござい

ますので。どれだけそこへ充当していくかと

いうことで、今後の介護給付費あるいは、法

改正そういう動向を総合的に判断した上で決

めていくべきものだと考えております。 

○議長（井上勝彦君）２番 阪本君。 

○２番（阪本久代君）済みません。あともう

ちょっとなので、ここでちょっとやめまして。 

 ４番に行きます。先ほど、要綱の検討をし

たいという答弁があったんですけど、実は私、

これ３回目の質問です。１回目も２回目も検

討したいというか、そういうふうな答弁で、

３回目、これは検討したいということはやら

ないということだなというふうに思うわけで

す。 

 この、先ほども言いましたけれども、年収

が、年間見込み収入が48万円以下でなかった

ら、減額が認められないと。その減額という

のも例えば、今の平成23年度の介護保険料で

言えば、第１段階、第２段階の方、年間２万

9,600円の介護保険料なんですけれども、これ

を４分の１減らすというだけなんです。４分

の１減らすということは、年間7,400円減額し

てもらえるという減額制度です。この間、お

聞きしましたら、平成21年にはお一人、22年

が３人、23年が５人、今この適用を受けて減

額をされています。本当に、48万円というの

は厳しいといいますか、国民健康保険税もか

なり高くて、負担が重くて、大変みんな苦し

んでいるところなんですが、65歳から74歳の

ひとり暮らしの方で言えば、国保税で言えば

年間１万2,900円なんです。それが同じ条件で

介護保険料は、２万9,600円。国保税よりも介

護保険料のほうが重い負担になっています。 

 そういう中で、わずか7,400円の財源があれ

ば減額ができるのに条件を緩和しないといい

ますか、それと、第１段階と第２段階の方の

割合、人数で言えば、22年度の主要成果表に

はなかったので、21年度の主要成果表から言

えば、65歳以上の方の中でだいたい20％の方

が、第１段階、第２段階に当たられます。3,500
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人ほどいらっしゃるんですけれども、その中

で５人以下しか対象にならないような、この

減額制度というのは実態に合ってないと思う

んです。本当に、真剣にせめてこの４万円が

５万円なり、６万円なりもう少し条件を緩和

することができないのか、再度お尋ねします。 

○議長（井上勝彦君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（上田敬二君）検討するとい

うことなんですけれども、何もしないという

ことではありません。あくまでも検討してい

くということです。まず、それを言わさせて

いただきます。 

 それと、確かにおっしゃるとおり、第１段

階、第２段階の方につきましては、年間の保

険料２万9,600円ですから、その４分の１、

7,400円が減額になります。そのとおりなんで

すけれども、うちのほうが非常に低いのか、

県内の状況、他市の状況はどうなのかという

ことで、これは要綱をつくるときにもいろい

ろ資料取り寄せて検討したんですけれども、

どことも、和歌山市にしても田辺市にしても

海南市にしても、条件の違いはありますけれ

ども、ほぼ同じような内容です。和歌山市が

一番世帯数２人以上で、世帯の年間見込み収

入が120万円+40万円×世帯数－２になってお

りますけれども、第３段階が第２段階に減額

できるというような内容なんですけれども、

この利用状況を見ましても10名以下がほとん

どです。うちの利用者数とそう変わらないん

じゃないかと思っております。では、どこま

で落とせばいいのかということで、現在、４

万円を４万5,000円、５万円というようないろ

んな案がありますけれども、これも４万5,000

円がいいのか、５万円がいいのか、別に根拠

がある数字ではないんです。どれぐらいの人

に利用してもらえるかというだけの話ですの

で。一番 初の答弁で、他の市町村の動向を

把握した上で、ご指摘を参考に要綱の検討を

したいとご答弁させていただいたんですけれ

ども、まさにそのとおりで、今後研究も含め

て、できるならば、できるならばというより

前向きに検討していきたいと、そう思ってお

ります。 

○議長（井上勝彦君）副市長。 

○副市長（清原雅代君）阪本議員は、介護保

険料と国民健康保険料、比較して、こっちは

高いのになぜというようなことをおっしゃら

れます。そもそも制度を支えているという人

たちというのは、国民健康保険料を、税です

ね、払っている方たちというのは、すべてが

そのメリットを受けることができる可能性の

ある人たちというのか、入られている方は病

気になったときはそのメリットを受けられる

と思うんですよ。ところが、介護保険料とい

うのは、その支えている人たちというのは、

一定の年齢にならないと受けられない人たち

もその保険料を負担しているということもあ

りますので、そもそもその制度設計の考え方

がちょっと違いますので、同じような考え方

にはならないということだけはご理解をいた

だきたいと思います。 

○議長（井上勝彦君）２番 阪本君。 

○２番（阪本久代君）今のに反論するわけじ

ゃないんですけど、私が例を出したのは、そ

れだけ生活を苦しめているということで、国

保税の高いけど、介護保険料も高くて、結局

使える可処分所得が減っているんだと、介護

保険料というのは所得に比べて非常に重い負

担なんだということが言いたかっただけで、

別に制度がどうのこうのじゃないんです。そ

のことはわかっていただきたいと思います。

もうちょっとしかないので、まあ前向きにと

いうことなので、本当に期待をして、期待を

します。 

 それで２番なんですけど、先ほど財政健全

化だけではないというふうにおっしゃったと
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いうのは、財政健全化も大きな理由であると

いうふうにとりました。 

 以上です。 

○議長（井上勝彦君）これをもって、２番 阪

本君の一般質問は終わりました。 

 この際、２時まで休憩いたします。 

（午後１時43分 休憩） 
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